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第１章　総　則

（目　的）
第１条　　この基準は、工務部の業務執行に関して、工務部長及び部内各構成課の基本的業務について、その責任と権限の基準を明確にし、業務の組織的かつ効率的運営を図ることを目的とする。

（用語の定義）
第２条　　この基準で使用する用語の定義は次のとおりとする。
　　　　「構成課」とは、工務部を構成しその職務に応じて部内業務を担当する課をいい工務課から成る。


第２章　業務実施の原則と業務分掌

（業務実施の原則）
第３条　　工務部長及び各構成員は、その業務の実施に当たっては、他構成課を尊重すると共に次の事項を遵守しなければならない。
　　　　　1.　定められた業務を実施するに当たり、指揮命令系統を乱さないこと。
　　　　　2.　その業務を実施するために、必要な助力を関係各構成課に求めることができる。助力を求められた各構成課は、これに応じ助言・勧告を行い、必要な協力を惜しまないこと。
　　　　　3.　工務部長は構成課を指揮・監督すると共に、必要な情報を与え又は業務実施上の指針を示す等適切にこれを指導すること。
　　　　　4.　構成課は工務部長に対し、命ぜられた業務を行う他、担当業務について積極的に意見具申を行い、補佐すること。
　　　　　5.　工務部長に対し、その業務進捗状況を適時報告すること。
　　　　　6.　異例の事項及び自己の職務権限の範囲を越える事項が含まれている場合は、工務部長の指示を求めること。

（工務部長）
第４条　　工務部長は、工場長の命を受け、構成課を指揮、監督し、部の業務を執行し、結果責任を負う。

（構成課）
第５条　　構成課長は工務部長の命を受け、係長以下の構成員及びスタッフを指揮、監督し、課の業務を執行すると共に、その諸業務において部長を補佐する。


第３章　業務範囲及び権限委譲

（業務範囲）
第６条　　構成する課の業務範囲については、各課の職務権限基準に定められた業務を分掌する。

（権限委譲）
第７条　　工務部長は自己の業務を構成課長に委譲することができる。
　　　　ただし、その業務実施状況及び結果に対する監督責任を免れることはできない。

（代理者）
第８条　　前条に基づき品質保証に関する業務は、各構成課長が代理者としてその業務を執行する。


第４章　雑　　則

（基準の管理）
第９条　　この基準の管理責任者は工務部長とする。


付　　則

①　この基準は、２０２１年　７月　１日より施行する。　
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